
東  京  都  立  図  書  館  館  則  
 

           昭和６２年 ３月２０日 教育委員会規則第１１号  
最近改正 平成２０年１２月２５日 教育委員会規則第７５号  

 
第１章 総則  

（目的）  
第１条 この規則は、東京都立中央図書館（以下「中央図書館」という。）及び東

京都立多摩図書館（以下「多摩図書館」という。）の運営等に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。  
（図書館の運営）  
第２条 図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）の趣旨に基づき、中央図書館

は、主として情報サービス、都内公立図書館その他の図書館等（以下「都内公

立図書館等」という。）に対する協力支援及び図書館未整備地域に対する補完サ

ービスを、多摩図書館は、主として雑誌、児童資料及び青少年資料等に関する

情報サービス等を行うものとする。  
２ 中央図書館及び多摩図書館は、中央図書館の統括の下に、相互に機能を分担

し、密接な連携を図り、一体的な運営を行うものとする。  
 
   第２章 中央図書館  
（事業）  
第３条 中央図書館は、次の事業を行う。  

一 図書館資料の館内利用  
二 利用者に対する情報サービス  
三 都内公立図書館等に対する協力支援  
四 島しょ地域の図書館未整備地域に対する補完サービス  
五 図書資料（図書館資料のうち視聴覚資料を除く。以下同じ。）のマイクロフ

ィルム及び電子媒体並びに東京に関するフィルム、磁気テープ等の作製  
六 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供  
七 視覚障害者に対する資料の朗読及び録音  
八 図書資料等の複写  
九 図書館職員等に対する研修  
十 海外の図書館等との交流  
十一 その他中央図書館の目的達成のために必要な事業  
（開館時間及び休館日）  
第４条 中央図書館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、

東京都教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、事情によりこれらを変

更し、又は臨時に休館日を指定することができる。  
（入退館）  
第５条 中央図書館に入館しようとする者は、図書館資料の利用に伴い必要と



するものを除き、所持品を所定のロッカーに収納するものとする。  
２ 中央図書館長（以下この章において「館長」という。）は、図書館の秩序を

乱し、又は他人に迷惑を及ぼした者に対し、図書館資料の閲覧の停止又は退

館をさせることができる。  
（開架閲覧室等）  
第６条 中央図書館の入館者が図書資料の閲覧等に利用できる場所は、館長が

別に定める。  
（視覚障害者サービス室）  
第７条 視覚障害者は、中央図書館の視覚障害サービス室を利用することがで

きるものとし、その利用については、館長が別に定める。  
（利用者の行う複製）  
第８条 館長は、中央図書館の図書館資料の複製につき特別の事情があると認

める場合には、方法等を指定の上、利用者の機材により複製をさせることが

できる。  
（協力支援に伴う貸出し）  
第９条 都内公立図書館等に対する中央図書館の図書館資料の貸出しに関して

は、館長が別に定める。  
（損害賠償）  
第１０条 中央図書館において、利用者が図書館資料を紛失し、又は損傷した

場合には、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。  
 
   第３章 多摩図書館  
（事業）  
第１１条 多摩図書館は、次の事業を行う。  

一 図書館資料の館内利用  
二 主として雑誌、児童資料及び青少年資料等に関しての利用者に対する情

報サービス  
三 主として雑誌、児童資料及び青少年資料等に関しての都内公立図書館等

に対する協力支援  
四 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供  
五 視覚障害者に対する資料の朗読及び録音  
六 図書資料等の複写  
七 視聴覚資料の団体に対する館外貸出し  

八 その他多摩図書館の目的達成のために必要な事業  
（開館時間及び休館日）  
第１２条 多摩図書館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、

教育委員会は、事情によりこれらを変更し、又は臨時に休館日を指定するこ

とができる。  
（入退館）  
第１３条 多摩図書館に入館しようとする者は、図書館資料の利用に伴い必要



とするものを除き、所持品を所定のロッカーに収納するものとする。  
２ 多摩図書館長（以下この章において「館長」という。）は、図書館の秩序を

乱し、又は他人に迷惑を及ぼした者に対し、図書館資料の閲覧の停止又は退

館をさせることができる。  
（開架閲覧室等）  
第１４条 多摩図書館の入館者が図書資料の閲覧等に利用できる場所は、館長

が別に定める。  
２ 視覚障害者は、多摩図書館の対面朗読室を利用することができものとし、

その利用については、館長が別に定める。  
（利用者の行う複製）  
第１５条 館長は、図書館資料の複製につき特別の事情があると認める場合に

は、方法等を指定の上、利用者の機材により複製をさせることができる。  
（損害賠償）  
第１６条 多摩図書館において、利用者が図書館資料を紛失し、又は損傷した

場合には、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。  
（視聴覚資料の館外貸出し）  
第１７条 多摩図書館における視聴覚資料の団体に対する館外貸出しの手続に

ついては、館長が別に定める。  
（視聴覚資料の利用）  
第１８条 館長は、前条の規定により貸出しを受けた団体が視聴覚資料の返還

を怠り、又は督促しても返還しない場合には、以後当該団体に対し、視聴覚

資料の利用をさせないことができる。  
 
   第４章 補則  
（委任）  
第１９条 この規則の施行について必要な事項は、東京都教育委員会教育長が

定める。  
 

   附 則  
（施行期日）  
１ この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。  
（東京都立、立川、青梅、八王子図書館館則の廃止）  
２ 東京都立、立川、青梅、八王子図書館館則（昭和３２年東京都教育委員会

規則第２７号）は、廃止する。  
   附 則（昭和６３年教委規則第１７号）  
 この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。  

附 則（平成３年教委規則第１８号）  
この規則は、平成３年４月１日から施行する。  

附 則（平成１４年教委規則第２７号）  
 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。  



附 則（平成１６年教委規則第２４号）  
 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

附 則（平成１８年教委規則第３４号）  
 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。  

附 則（平成２０年教委規則第７５号）  
 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第６条の規定は、

公布の日から施行する。  



 

開

館

時

館

　 年　始

休 年　末

館

日

特別整理期間１年のうち１２日以内

午前１０時から午後５時３０分まで

午前１０時から午後９時まで。ただ
し、その日が国民の祝日に関する法
律（昭和２３年法律第１７８号）第
３条に規定する休日（以下「休日」
という。）に当たるときは、午前１
０時から午後５時３０分まで

設備等の保
守点検日

毎月第一木曜日。ただし、その日が休日又は他の休館日に当たるとき
は、第二木曜日

館内整理日

毎月１日以内

別表（第４条、第１２条関係）

中央図書館

月曜日から
金曜日まで
（１月４日
を除く。）

１月１日から同月３日まで

多摩図書館

　　　　館の名称

開館時間

及び休館日

午前９時３０分から午後７時ま
で。ただし、その日が休日に当た
るときは、午前９時３０分から午
後５時まで

午前９時３０分から午後５時まで土曜日及び
日曜日（１
月４日を除
く。）

１月４日 午後１時から午後９時まで。ただ
し、土曜日、日曜日及び休日に当た
るときは、午後１時から午後５時３
０分まで

午後１時から午後７時まで。ただ
し、土曜日、日曜日及び休日に当
たるときは、午後１時から午後５
時まで

１２月２９日から同月３１日まで


